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身体障害者診断書・意見書について

● 認定に必要な所見は全て記入

（「身体障害者診断書・意見書を作成する際の留意点

について」を参照）

● 参考意見（等級）の記入漏れ

● 診断年月日、医療機関名の記入漏れ

⚫ 日本語で判読しやすい文字で

⚫ 鉛筆書きのままでないか、消えるボールペン
で書いていないか



再認定制度について

将来、障害程度に変化が予想される場合
には再認定が必要

（例）成長期の障害

機能回復訓練の実施

将来的な手術（更生医療の適用等）

心臓ペースメーカ植え込み（H26～）

※ 埼玉県内では、障害程度が軽度化すると予想され
る場合のみ再認定を付けています。



身体障害者手帳の交付状況
（令和４年度末）

単位：人

障害区分 県 さいたま市 川越市 越谷市 川口市 合計

視覚障害 9,204 2,321 694 664 1,177 14,060

聴覚・平衡機能障害 10,815 3,126 833 688 1,312 16,774

音声・言語・そしゃく機
能障害

1,800 525 112 141 218 2,796

肢体不自由 62,269 15,491 4,580 4,533 8,010 94,883

内部障害 47,619 11,811 3,491 3,527 6,726 73,174

心臓機能障害 22,577 5,730 1,633 1,679 2,788 34,407

じん臓機能障害 14,676 3,457 1,144 1,063 2,121 22,461

呼吸器機能障害 1,390 355 110 96 254 2,205

ぼうこう・直腸機
能障害

7,489 1,810 513 563 1,291 11,666

小腸機能障害 95 31 7 9 16 158

免疫機能障害 1,058 332 65 89 207 1,751

肝臓機能障害 334 96 19 28 49 526

合計 131,707 33,274 9,710 9,553 17,443 201,687



令和４年度の身体障害者手帳審査状況

県 さいたま市 川越市 越谷市 川口市

新規・程度変更・再認
定申請件数

11,561 3,381 893 ７９２ 1,275

社会福祉審議会諮問
件数

18 ７８ 7 １３ ３４

申請件数に占める割
合

0.2％ 2.3% 0.8% 1.6％ 2.7％


